
広　告

応
募
資
格
　
平
成
25
年
の
成
人
式
対

　
象
者
（
平
成
４
年
４
月
２
日
〜
平

　
成
５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
）

※
町
内
中
学
校
卒
業
者
で
町
外
在
住

　
の
方
も
可
。

募
集
人
員
　
10
名
程
度

内
　
容
　
成
人
式
実
行
委
員
会
（
夜

　
７
時
か
ら
、
５
回
実
施
予
定
）
に

　
参
加
し
、
平
成
25
年
成
人
式
に
関

　
す
る
事
項
を
協
議
し
て
い
た
だ
き

　
ま
す
。

　
　
ま
た
、
前
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を

　
含
め
、平
成
25
年
成
人
式
当
日（
平

　
成
25
年
１
月
13
日（
日
））に
は
司
会

　
な
ど
、
成
人
式
典
を
運
営
す
る
役

　
割
で
出
席
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

応
募
方
法
　
８
月
31
日（
金
）ま
で
に
、

　
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル

　
に
件
名「
成
人
式
実
行
委
員
」、
本

　
文
に
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名（
ふ

　
り
が
な
）、
性
別
、
電
話
番
号
を
記

　
載
し
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
映
画
鑑
賞
会
（
入
場
無
料
、
申
込

不
要
）
を
開
催
し
ま
す
。
当
日
会
場

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

上
映
日
時
　
８
月
25
日（
土
）

　
１
回
目
／
午
後
２
時
よ
り

　
２
回
目
／
午
後
５
時
よ
り

　
上
映
時
間
１
４
０
分

場
　
所
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
城
里
　
ホ
ー
ル

上
映
作
品
「
は
や
ぶ
さ
」

　
２
０
１
０
年
６
月
、
日
本
か
ら
打

ち
上
げ
ら
れ
た
小
惑
星
探
査
機〈
は
や

ぶ
さ
〉が
、
７
年
間
・
60
億
キ
ロ
に
及

ぶ
宇
宙
の
旅
か
ら
地
球
に
帰
っ
て
き

た
。
月
以
外
の
天
体
か
ら
サ
ン
プ
ル

を
採
取
し
て
持
ち
帰
る
と
い
う
、
誰

も
成
し
得
な
か
っ
た
使
命
を
果
た
す

た
め
に
…
。

　
次
々
と
降
り
か
か
る
絶
体
絶
命
の

ト
ラ
ブ
ル
と
闘
い
続
け
、「
は
や
ぶ
さ
」

の
帰
還
と
い
う
奇
跡
を
叶
え
た
人
々

の
真
実
の
ド
ラ
マ
。
２
０
１
１
年
公

開
作
品
。
竹
内
結
子
、
西
田
敏
行
出

演
。

●
第
６
回
か
さ
ま
新
栗
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
笠
間
市
）

日
　
時
　
９
月
29
日（
土
）、
30
日（
日
）

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　（
30
日
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
）

場
　
所
　
市
民
セ
ン
タ
ー
い
わ
ま

　（
笠
間
市
下
郷
５
１
４
０
）

内
　
容
　
栗
を
テ
ー
マ
に
し
た
ハ
ン

　
ド
メ
イ
ド
フ
ェ
ア
、
栗
を
使
っ
た

　
ゲ
ー
ム
、
栗
の
販
売
・
試
食
会
ほ

　
か

イ

ベ

ン

ト

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

映
画
鑑
賞
会
の
お
知
ら
せ

お
出
か
け
く
だ
さ
い
！

申
込
先
・
問
合
せ
　
教
育
委
員
会

　
生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
３
５

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
７
０
０
６

　
　sy

o
u
g
a
i@

to
w

n
.sh

iro
sa

　to
.lg

.jp お

知

ら

せ

平
成
25
年
成
人
式
実
行
委
員
の

募
集
に
つ
い
て

問
合
せ
　

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
６
１
０
０

申
込
先
・
問
合
せ
　
か
さ
ま
新
栗

　
ま
つ
り
実
行
委
員
会
（
笠
間
市

　
農
政
課
内
）

　
　
０
２
９
６
‐
７
７
‐
１
１
０
１

　
　
　
　
　
　
　
　  

（
内
線
５
２
７
）
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　児童扶養手当は、下記の条件に当てはまる児童を監護している父、母または父母にかわってその児童
を養育している方が受給対象となります。申請は随時受け付けますが、児童扶養手当の支給は申請の翌
月分からとなります。

問合せ　健康福祉課（常北保健福祉センター内）　　029‐240‐6550

　・父母が離婚した児童　　　　　　　　　　　　・父または母が死亡した児童

　・父または母が一定の障害の状態にある児童　　・父または母が生死不明な児童　

　・父または母が１年以上遺棄している児童　　　・父または母が１年以上拘禁されている児童

　・母が婚姻によらないで生まれた児童　　　　　・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

　（「児童」とは、18歳に達した後最初の年度末までにある児童をいいます。ただし、一定の障害がある場

　 合は、20歳未満までとなります。）

　児童１人（全部支給の場合）／41,430円

　児童１人（一部支給の場合）／41,420円～9,780円

※受給資格者、同居の扶養義務者の前年所得が一定額以上である場合は、その年度（８月から翌年の７

　月まで）の手当の一部または全部の支給が制限されます。

　認定請求書に必要書類（戸籍謄本や住民票など）を添えて健康福祉課または各支所へ申請してください。

※要件や提出書類等は所得や家族の状況などによって異なりますので、事前に健康福祉課までお問い合

　わせください。

・受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。

・婚姻の届出をしていなくても事実婚の場合や遺族補償を受けられる場合、児童福祉施設に入所や里親

　に委託されている場合等は手当が支給されません。

　現在、児童扶養手当を受給している方（全部支給停止の方を含む）は、８月24日（金）までに現況

届の提出が必要です。現況届が提出されないと受給資格が確認できず、８月分以降の手当が受け

られなくなりますのでご注意ください。

　児童扶養手当の受給から５年を経過するなど、一定の要件に該当する受給者へ『児童扶養手当

の受給に関する重要なお知らせ』を送付しますので、期限内に必要書類を添付して提出してくだ

さい。届出書が提出されないと手当の２分の１が支給停止となることがありますのでご注意くだ

さい。

２人目5,000円、３人目以降3,000円加算
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児童扶養手当の受給には申請が必要です児童扶養手当の受給には申請が必要です


